広島市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱
（目的）

第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。以

下「法」という。）第５条に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関して、法、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令（平成１３年政令第２５０号。以下「政令」という。）、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１５号、以下「省令」という。）及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成２３年厚生労働省令・国土交通省令第２号、以下「共同省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（事前協議）

第２条　法第５条第１項の登録を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ、広島市都市整備局住宅部及び健康福祉局高齢福祉部と事前協議を行うものとする。

２　事前協議にあたっては、共同省令第４条に規定する登録申請書及び同７条に規定する登録申請書に添付する書類（以下「登録申請書等」という。）の案を２部提出するものとする。

（登録の申請）

第３条　法第６条第１項の規定による登録（法第５条第２項の規定による登録の更新を含む。）の申請を行う者は、申請時に登録申請書等の正本２部及び副本１部を市長に提出するものとする。ただし、共同省令第７条第１項第１号から第６号までに掲げる書類については、既に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
２　共同省令第７条第１項第２号に規定する書類は、加齢対応構造等のチェックリスト（様式第１－１号、様式第１－２号）を用いるものとする。

３　共同省令第７条第１項第６号に規定する市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、第４号及び第５号の書類については、法第６条第１項の規定による登録（法第５条第１項の規定による登録に限る。）の申請時において、やむを得ない理由により添付できない場合においては、事業開始までに提出できるものとする。

（１）各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表

（２）各住戸の専用面積が２５㎡に満たない場合は、居間、食堂、台所その他の高齢者が
　　共同して居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表

（３）台所、収納設備又は浴室を共用部分で共同して利用する場合は、各居住部分に備え

　　る場合と同等以上の居住環境が確保されることを示す図面
（４）法第５条第１項に規定する状況把握サービス及び生活相談サービスを行う者（以下

　　「サービス提供者」という。）が、共同省令第１１条第１項第１号イ又はロに掲げる者であることを証する書類

（５）サービス提供者の氏名及び勤務体制、勤務形態がわかる書類

（６）サービス提供者が常駐する場所・緊急通報装置の設置場所及び受信場所を表示した書面
（７）入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト（様式第２号）
（８）他法令に違反していない旨の誓約書（様式第３号）
（９）共同省令第６条第１項第１５号及び第１６号で誓約する事項を確認するための書類（様式第４号）
（１０）その他市長が認める書類

（登録の通知）

第４条　法第７条第３項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書（様式第５号）により行うものとする。

（登録の基準に適合しない旨の通知）

第５条　法第７条第４項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録基準不適合通知書（様式第６号）により行うものとする。

（登録の拒否の通知）

第６条　法第８条第２項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録拒否通知書（様式第７号）により行うものとする。

（登録事項等の変更の届出）

第７条　法第９条第１項の規定による登録事項等の変更の届出を行う者は、共同省令第１６条第１項に規定する登録事項等の変更届出書及び同条第２項に規定する添付書類の正本２部及び副本１部を市長に提出するものとする。

（登録簿の閲覧）

第８条　法第１０条の規定によるサービス付き高齢者向け住宅登録簿（以下「登録簿」という。）の閲覧は、広島市都市整備局住宅部住宅政策課、同健康福祉局高齢福祉部介護保険課、区役所建設部（農林建設部）建築課及び同厚生部福祉課（以下「閲覧所」という。）において行う。

（登録簿の持出禁止）

第９条　登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出すことができない。

（廃業等の届出）

第１０条　法第１２条第１項及び第２項の規定による廃業等の届出は、廃業等届出書（様式第８号）により行うものとする。

（登録の抹消の申請）

第１１条　法第１３条第１項第１号の規定による登録の抹消の申請は、登録抹消申請書（様式第９号）により行うものとする。
（登録の抹消の通知）

第１２条　前条の申請に対する登録の抹消の通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消通知書（様式第１０号）により行うものとする。
（登録住宅の目的外使用）

第１３条　法第１９条の２第１項の規定による登録住宅の目的外使用の申請を行う者は、目的外使用に係る承認申請書を市長に提出するものとする。

２　前項の申請書には、法第１９条の２第１項に規定している住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１２号）第２条第１項に規定する住宅確保要配慮者、同法第４４条第３項に規定する認定事業者若しくは省令第２４条各号いずれかに該当するものと認められる書類を添付し、提出しなければならない。

３　法第１９条の２第１項の規定による通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録住宅に係る目的外使用承認通知書（様式第１１号）により行うものとする。

（報告、検査等）

第１４条　登録事業者は、法第２４条第１項の規定により、毎年度末時点の登録事業の実施状況を、広島市サービス付き高齢者向け住宅定期報告等実施要領に定める様式により、翌年度の５月末までに市長へ報告するものとする。ただし、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録（登録の更新を含む。）を受けた年度についてはこの限りではない。

２　市長は、前項の報告に疑問がある場合等には、必要に応じて、登録事業者等の事務所又は登録住宅に立ち入り、その業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

（登録の取消の通知）

第１５条　法第２６条第３項の規定による登録の取消の通知は、サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書（様式第１２号）により行うものとする。

（その他）

第１６条　この要綱に定めのない事項で、登録等に関し必要な事項は、広島県高齢者居住安定確保計画（同計画が策定されるまでの間は「サービス付き高齢者向け住宅の登録基準」による。）によるほか別に定めるものとする。

　　附　則

　この要綱は、平成２３年１０月２０日から施行する。

附　則

　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、平成２９年２月２２日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和元年１２月１４日から施行する。
附　則
　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和４年９月１日から施行する。
　附　則
この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。

様式第３号（第３条第５項関係）
　　年　　月　　　日
　広島市長　様
商号、名称又は氏名　　　　　　　
住所
誓　　約　　書
　サービス付き高齢者向け住宅事業の登録（新規・変更・更新）に当たり、申請した建物が建築基準法、消防法及びその他法令に適合していることを誓約します。
なお、登録を受けた後に法令違反であったことが発覚した場合は、不正な手段によりサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けたものとして、登録を取り消される場合があることについて承諾します。
	確認する法令
	確認内容（協議、確認状況を申請者において記載すること）

	１　建築基準法

	(1)確認済証等の交付について
　 　確認済証及び検査済証の交付日を記載してください。
確認済証交付日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
検査済証交付日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
建築物を新築工事中の場合は、確認済証交付日のみ記載し、着工前で確認済証が交付されていない場合は、確認済証交付の予定日を記載してください。なお、前述のいずれの場合も確認済証及び検査済証が交付された後、速やかにその写しを提出してください。
(2)検査済証交付日（用途変更の場合は工事完了届日）以降の変更の有無について
　 　以下のア～ウの該当するものに ☑して下さい。（ただし、建築物を新築工事中又は着工前の事業者は対象外です。）
□ア　増築や改修などの変更を行っている※
□イ　建築基準法の用途の変更を行っている※
例)建築基準法の用途を寄宿舎から老人ホームに変更した
　 　□ウ  ア、イのいずれにも該当しない
※ア、イに該当する場合は、各区役所建築課と建築基準法の手続きの必要性などについて区役所建築課と協議のうえ、協議内容を以下に記載してください。
（事業者）担当　　　　　　　　　　　　　　　(ＴＥＬ)　　　　　　　　　　　
（協議日時）　　　　年　　　月　　　日
（○○区建築課）担当　　　　　　　　　　　　(ＴＥＬ)　　　　　　　　　　　　　
（協議内容）


	２　消防法

	（事業者）担当　　　　　　　　　　　　　　 (ＴＥＬ)　　　　　　　　　　　
（協議日時）　　　　年　　　月　　　日
（○○署予防課）担当　　　　　　　　　　　 (ＴＥＬ)　　　　　　　　　　　
（協議内容）（消防法の適合について、担当する消防署予防課へ確認）


	３　その他法令
	（事業者）担当　　　　　　　　　　　　　　   (ＴＥＬ)　　　　　　　　　　　
（協議日時）　　　　年　　　月　　　日
（担当部署）担当　　　　　　　　　　　　　 　(ＴＥＬ)　　　　　　　　　　　
（協議内容）



誓約事項を確認するための書類
１．登録申請者が個人である場合
	登録申請者

	氏　名
	読み仮名
	生年月日
	性　別
	住　所

	
	
	
	
	

	登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合、その法定代理人

	氏　名
	読み仮名
	生年月日
	性　別
	住　所

	
	
	
	
	

	事務所の代表者である使用人

	氏　名
	読み仮名
	生年月日
	性　別
	住　所

	
	
	
	
	


２．登録申請者が法人である場合
	当該法人の役員

	氏　名
	読み仮名
	生年月日
	性　別
	住　所

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	事務所の代表者である使用人

	氏　名
	読み仮名
	生年月日
	性　別
	住　所

	
	
	
	
	


様式第５号（第４条関係）

サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書

広島市指令住政第　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　   広島市長　　松井　　一實　　　　　　　　 　
都市整備局住宅部住宅政策課 　　　　　　
健康福祉局高齢福祉部介護保険課　　　　　　 
　　年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業（新規・更新）について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第１項の規定に基づき登録しましたので、同条第３項の規定により通知します。
　なお、登録事項については、同法第１６条の規定による公示（インターネットの利用又は公衆の見やすい場所への掲示）を行ってください。

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称
２　サービス付き高齢者向け住宅の所在地
３　登録年月日

４　登録番号　　　　　　　　第　　　　　　号
様式第６号（第５条関係）
サービス付き高齢者向け住宅事業登録基準不適合通知書

広島市指令住政第　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

広島市長　　松井　　一實　　　　　　　　 　
都市整備局住宅部住宅政策課 　　　　　　
健康福祉局高齢福祉部介護保険課　
　　年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業（登録・更新）について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条第４項の規定に基づき、登録基準に適合しないと認めましたので、通知します。

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称
２　サービス付き高齢者向け住宅の所在地

３　登録不適合の理由

（教示）

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に広島市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日（審査請求をしたときは、その審査請求に対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、広島市を被告（広島市長が被告の代表者となります。）としてこの処分の取消しの訴えを提起することもできます。 

様式第７号（第６条関係）

サービス付き高齢者向け住宅事業登録拒否通知書

広島市指令住政第　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

広島市長　　松井　　一實　　　　　　　　 　
都市整備局住宅部住宅政策課 　　　　　　
健康福祉局高齢福祉部介護保険課　
　　年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業（登録・更新）について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第８条第１項の規定に基づき、登録を拒否しますので、同条第２項の規定により通知します。

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称

２　サービス付き高齢者向け住宅の所在地

３　登録拒否の理由

（教示）

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に広島市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日（審査請求をしたときは、その審査請求に対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、広島市を被告（広島市長が被告の代表者となります。）としてこの処分の取消しの訴えを提起することもできます。 

様式第８号（第１０条関係）

廃業等届出書

　　年　　月　　日
　広島市長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　

商号、名称又は氏名　　　　　　　　

　高齢者の居住の安定確保に関する法律第１２条　　　 の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅事業について廃業等を届け出ます。

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称
２　サービス付き高齢者向け住宅の所在地
３　登録年月日
４　登録番号
５　登録事業の廃業等予定年月日
６　理由
（１）登録事業を廃止しようとする理由
（２）登録事業者である法人が解散しようとする理由
　　　（合併及び破産手続開始の決定を除く。）
備考

１　登録申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載してください。

様式第９号（第１１条関係）

登録抹消申請書

　　年　　月　　日
　広島市長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　

                                          商号、名称又は氏名
　高齢者の居住の安定確保に関する法律第１３条第１項第１号の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅事業について登録の抹消を申請します。

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称

２　サービス付き高齢者向け住宅の所在地

３　登録年月日

４　登録番号
５　抹消しようとする理由

様式第１０号（第１２条関係）

サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消通知書

広島市指令住政第　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

広島市長　　松井　　一實　　　　　　　　 ㊞
都市整備局住宅部住宅政策課 　　　　　　
健康福祉局高齢福祉部介護保険課　
広島市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱第１２条の規定に基づき、登録を抹消しましたので、通知します。

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称

２　サービス付き高齢者向け住宅の所在地

３　登録年月日

４　登録番号
５　抹消する理由
様式第１１号（第１３条関係）
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録住宅に係る目的外使用承認通知書

　　広島市指令住政第　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

広島市長　　松井　　一實　　　　　　　　 ㊞

都市整備局住宅部住宅政策課 　　　　　　
健康福祉局高齢福祉部介護保険課　

　　

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあったサービス付き高齢者向け住宅事業に係る目的外使用について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第１９条の２第１項の規定に基づき承認しましたので、同条第２項の規定により通知します。
	サービス付き高齢者向け住宅の名　称
	

	サービス付き高齢者向け住宅の所在地
	

	登録番号
	

	住戸番号

	承認期間
	　　　　年　　月　　日 　～　　年　　月　　日


様式第１２号（第１５条関係）

サービス付き高齢者向け住宅事業登録取消通知書

広島市指令住政第　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

広島市長　　松井　　一實　　　　　　　　 ㊞
都市整備局住宅部住宅政策課 　　　　　　
健康福祉局高齢福祉部介護保険課　
　　年　　月　　日付け　　　第　　号で登録したサービス付き高齢者向け住宅事業について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第２６条 　　　の規定に基づき登録を取り消しましたので、同条第３項の規定により通知します。
１　サービス付き高齢者向け住宅の名称

２　サービス付き高齢者向け住宅の所在地

３　登録取消しの理由

（教示）

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に広島市長に対して審査請求をすることができます。

また、この処分があったことを知った日（審査請求をしたときは、その審査請求に対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、広島市を被告（広島市長が被告の代表者となります。）としてこの処分の取消しの訴えを提起することもできます。
【記載例】


  ○○室へ間仕切りを設置したことについて、○○区建築課と協議し、建築基準法の手続きは必要ないことを確認した。





【記載例】


○○署予防課と協議し、消防法に適合していることを確認した。
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